
 

 

 

 

（特別管理）産業廃棄物処理業許可申請における 

手数料のオンライン納付の手引き 

【申請者用】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県環境エネルギー生活部廃棄物対策課 

令和８年４月 

  



１ 本手引きについて 

本手引きは、産業廃棄物処理業の許可申請を行う際に、手数料の納付をオンラ

インで行う場合の手順や注意事項をお示ししたものです。オンライン納付によ

る申請を行う前に、本手引きをご一読いただきますようお願いします。 

２ 手数料のオンライン納付にあたって 

（１）手数料のオンライン納付をご利用いただける方 

□ 「（２）使用可能な決済方法」にお示しした方法が利用可能な方であっ

て、スマートフォンやパソコン等によるインターネットへの接続及び

簡単な入力操作等が可能な方 

□ 更新許可申請の場合は、現行許可の有効期限満了日の１４日前までに

オンライン納付の事前登録を行える方 

（２）使用可能な決済方法 

＜クレジットカード＞ 

VISA、Mastercard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club 

※ただし、海外で発行されたクレジットカード、プリペイド機能のついたクレ

ジットカード、デビット機能のついたクレジットカードはご利用いただけ

ない場合がありますので、ご了承ください。 

＜コード決済＞ 

PayPay 

（３）ご注意いただきたい事項【重要】 

・申請書及び添付書類（以下「申請書類一式」）を全て作成したうえで、オンラ

イン納付の事前登録（以下「仮申請」という。）を行ってください。書類作成

にあたってご不明な点がある場合は、仮申請する前に申請窓口までご相談くだ

さい。 

・更新許可申請の場合は、現行許可の有効期限満了日の１４日前までに仮申請を

行ってください。現行許可の有効期限満了日の１４日前以降に申請される場合

は、原則オンライン納付はご利用いただけませんので、申請窓口までご相談く

ださい。 

・オンライン納付の決済が行われた日を受付日としますので、更新許可申請の場

合は、現行許可の有効期限満了日までに必ず決済を完了してください。現行許

可の有効期限満了日までに決済が行われない場合は有効期限切れとなり、新規

許可申請として改めて手続きを行っていただきます。 



３ オンライン納付を行う場合の申請フロー 

オンライン納付をご利用いただいた場合の申請フローは以下のとおりです。

右に記載した留意事項を併せてご確認ください。 

 

      ：申請者が行う手続      ：県（県事務所等）が行う手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①申請書類一式の作成 

②オンライン納付の事前登録 

③申請書類一式の郵送又は持参 

④申請書類一式の到着後に書類確認 

⑤手数料の納付フォームのＵＲＬを 

メール通知 

⑥手数料の納付 

  

・オンライン納付の事前登録後に速やかにご提出いただくため、

あらかじめ申請書類一式を作成してください。 

・次項に示したＵＲＬから事前登録を行ってください。 

・更新許可申請の場合は、現行許可の有効期限満了日の 

１４日前までに事前登録を行ってください。 

・事前登録後、あらかじめ作成した申請書類一式を申請窓

口まで郵送（又は持参）してください。 

・申請書類一式は事前登録した日から遅くとも７日以内に

申請窓口に到着するようにしてください。なお、郵送さ

れる場合は、確実に送達いただくため、特定記録やレタ

ーパックなど追跡できる方法で郵送してください。 

 
・申請書類一式の到着後、申請窓口において書類が整っ

ているか確認を行います。 

・申請が集中した場合など、確認に数日を要することが

ありますので、有効期限が近付いているなどの特段の

事情がある場合は、申請窓口にご相談ください。 

・書類確認後に、申請窓口から手数料納付の案内メー

ルを送信します。 

・迷惑メールフォルダに入らないよう設定をお願いし

ます。 

・申請書類一式送付後しばらく経過しても納付の案内

メールが届かない場合は、恐れ入りますが、申請窓

口までご確認ください。 

・通知メールの受信後７日以内にクレジットカード又はＰａｙＰａｙにより

手数料を納付してください。ただし、更新許可申請の場合は、現行許可の

有効期限満了日までに納付してください。現行許可の有効期限満了日まで

に納付がなかったときは、新規許可申請として改めて手続を行っていただ

きます。 

・納付があった日を受付日とします。 



４ オンライン納付の事前登録リンク 

申請窓口 所管地域 ＵＲＬ 

岐阜地域 

環境事務所 

羽島市、各務原市、瑞穂

市、本巣市、山県市、岐

南町、笠松町、北方町 

https://logoform.jp/form/T8mB/1362279 

西濃県事務所 

大垣市、海津市、養老町、

垂井町、関ヶ原町、神戸

町、輪之内町、安八町 

https://logoform.jp/form/T8mB/1368906 

揖斐県事務所 
揖斐川町、大野町、池田

町 
https://logoform.jp/form/T8mB/1369054 

中濃県事務所 関市、美濃市、郡上市 https://logoform.jp/form/T8mB/1369121 

可茂県事務所 

美濃加茂市、可児市、七

宗町、富加町、川辺町、

東白川村、八百津町、白

川町、御嵩町、坂祝町 

https://logoform.jp/form/T8mB/1369169 

東濃県事務所 
多治見市、瑞浪市、土岐

市 
https://logoform.jp/form/T8mB/1369184 

恵那県事務所 恵那市、中津川市 https://logoform.jp/form/T8mB/1369195 

飛騨県事務所 
高山市、飛騨市、下呂市、

白川村 
https://logoform.jp/form/T8mB/1369204 

 

○申請窓口は下表をご確認ください。申請先をお間違えの場合、再度事前登録か

ら行っていただきますので、十分にご確認ください。 

 収集運搬業 
処分業 

県内の事業者 県外の事業者 

新規 

許可申請 

事務所等の所在地を 

所管する申請窓口 

申請者が希望 

される申請窓口 

処理施設の所在地を所管する 

申請窓口 

更新・変更 

許可申請 

直近に許可を受けた申請窓口 

（※） 

直近に許可を受けた申請窓口

（※） 

（※）お手元の許可証の許可権者が「岐阜県知事」である場合は岐阜地域環境室、 

「〇〇県事務所長」である場合は〇〇県事務所となります。 

 

ただし、既にある許可を有している方が、異なる業態を新規で許可申請される

場合（例：産業廃棄物収集運搬業許可を有している方が、新規で特別管理産業廃

棄物収集運搬業許可申請をされる場合など）は、既に有している許可を受けた申

請窓口に申請してください。 

また、事務所等の所在地が岐阜市であって、積替え保管を行わない収集運搬業

者の場合は、申請先は岐阜地域環境事務所となります。 



５ オンライン納付の事前登録の入力方法 

※画面イメージはお使いのＰＣの環境、ブラウザにより異なることがあります。 

（１）メール認証 

 

受信可能なメールアドレスを入力し、「送信」ボタンをクリックしてください。 

メールが届かない場合は、メールアドレスにお間違えがないか、迷惑メールフ

ォルダに入っていないか等についてご確認の上、再度メール認証を行ってくだ

さい。 

 

（２）メールアドレスの確認（Ｑ１） 

 

（１）で認証いただいたメールアドレスあてに送信されたメールに記載され

たＵＲＬをクリックすると上の画面に遷移します。 

（１）で認証いただいたメールアドレスが自動で入力されていますので、修正、

変更等せず、「次の画面へ進む」ボタンをクリックしてください。 

  

 

 

 

 



（３）申請の実務（申請書の作成及び提出）を行う方（Ｑ２、Ｑ３） 

 

【Ｑ２】 

許可申請の実務を行う方を選択してください。 

➢申請者自身（申請者の従業員を含む。）が申請行為を行う 

→「申請者本人（申請者の従業員を含む。）」 

➢行政書士などの代理人が申請行為を行う 

→「行政書士などの申請代理人」 

 

【Ｑ３】 

Ｑ２で「行政書士などの申請代理人」を選択された場合にのみ表示されます。 

申請代理人の情報を入力してください。 

 

 

（４）申請者の人格の種類（Ｑ４） 

 

【Ｑ４】 

申請者（※）の人格の種類を選択してください。 

（※）許可を受けようとする者を指します（以下同じ）。Ｑ３で記入いただい

た申請代理人ではありませんのでご注意ください。 

 

 

 

 



（５）申請者の情報（Ｑ５又はＱ６） 

 

【Ｑ５】 

Ｑ４で「法人」を選択された場合に表示されます。 

申請者の情報を入力してください。 

 

 

【Ｑ６】 

Ｑ４で「個人」を選択された場合に表示されます。 

申請者の情報を入力してください。 

  

 

 



（６）許可申請する手続き（Ｑ７） 

 

【Ｑ７】 

許可申請される手続きをプルダウンから選択してください。手続ごとに申請

手数料が異なりますので、お間違えないよう十分確認してください。選択後、「金

額確認画面へ進む」ボタンをクリックしてください。 

 

※各選択項目の先頭の括弧（【①/②/③】）は次を意味していますので、確認にあ

たって参考にしてください。 

 

①：産業廃棄物処理業・特別管理産業廃棄物処理業の別 

非特管 産業廃棄物収集運搬業 又は 

産業廃棄物処分業 

特管 特別管理産業廃棄物収集運搬業 又は 

特別管理産業廃棄物処分業 

②：収集運搬業・処分業の別 

収運 収集運搬業 

処分 処分業 

③：手続の種類 

新規 新規許可申請 

更新 更新許可申請 

変更 事業の範囲の変更許可申請 

 

 

  

 

 



（７）申請手数料の確認 

 
 

手続の種類と手数料の金額にお間違えがないことを確認し、「確認画面へ進む」

ボタンをクリックしてください。 

 

【参考：手数料の一覧】 

業態 
新規許可 

申請 

更新許可 

申請 

変更許可 

申請 

産業廃棄物収集運搬業 81,000 円 73,000円 71,000円 

産業廃棄物処分業 100,000 円 94,000円 92,000円 

特別管理産業廃棄物収集運搬業 81,000 円 74,000円 72,000円 

特別管理産業廃棄物処分業 100,000 円 95,000円 95,000円 

 

  

 

 



（８）申請内容の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力内容にお間違えがないか確認し、「送信」ボタンをクリックしてください。

これで事前登録は完了です。 

Ｑ１で入力いただいたメールアドレスに仮申請完了メールが送付されますの

で、ご確認ください。 

 

 

 

 

 

  

 

 

・仮申請完了メールには、手数料決済フォームのアクセスに必要なパスワード

が記載されていますので、当該メールを削除しないようお願いします。 

・誤って削除してしまった場合は、申請窓口までご連絡ください。 

 



（９）手数料決済フォームへのアクセス 

 
申請窓口において書類を確認した後に、手数料決済フォームの案内メールを

送信します。当該メールに記載されている URL をクリックすると、上の画面に

遷移します。 

仮申請完了メールに記載されたパスワードを入力し、「本申請」ボタンをクリ

ックしてください。 

 

 

 

 

 

 

以降は、画面の指示に従い、決済を完了してください。 

  

 

・仮申請完了メールには、２つのパスワードが記載されています。一方は申請

状況の照会に必要となるパスワードであり、ここで入力するパスワードと

は異なりますので、エラーが出る場合は一度ご確認ください。 

 

 

 



６ 申請窓口一覧 

申請窓口 所管地域 電話番号 メールアドレス 

岐阜地域 

環境事務所 

羽島市、各務原市、瑞穂

市、本巣市、山県市、岐南

町、笠松町、北方町 

058-272-1921 c21603@pref.gifu.lg.jp 

西濃県事務所 

大垣市、海津市、養老町、

垂井町、関ヶ原町、神戸

町、輪之内町、安八町 

0584-73-1111 c20502@pref.gifu.lg.jp 

揖斐県事務所 揖斐川町、大野町、池田町 0585-23-1111 c20503@pref.gifu.lg.jp 

中濃県事務所 関市、美濃市、郡上市 0575-33-4011 c20505@pref.gifu.lg.jp 

可茂県事務所 

美濃加茂市、可児市、七宗

町、富加町、川辺町、東白

川村、八百津町、白川町、

御嵩町、坂祝町 

0574-25-3111 c20504@pref.gifu.lg.jp 

東濃県事務所 多治見市、瑞浪市、土岐市 0572-23-1111 c20507@pref.gifu.lg.jp 

恵那県事務所 恵那市、中津川市 0573-26-1111 c20508@pref.gifu.lg.jp 

飛騨県事務所 
高山市、飛騨市、下呂市、

白川村 
0577-33-1111 c20509@pref.gifu.lg.jp 

 


